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環境局環境共生部ゼロカーボン推進戦略課

電気・ガス使用量の増減に伴う原因分析及び対策
調査結果報告

脱炭素推進本部会議 資料１



調査概要
さいたまシティスタットにおいて、「電気・ガス使用量見える化ボード」を作成してい

る全596施設の施設所管課に対し、令和６年度（令和５年度比）の電気・ガス使用量増減
に伴う原因分析及び対策の設定を依頼した。
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【対策】
電気・ガス使用量削減に向けた今後の取組

※具体的に記入してください

【原因分析】
電気・ガス使用量が増減した理由

※具体的に記入してください
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施設名
所管課
（電気・ガスの見える化ボー
ドを作成している課）

所管局

職員に節電・節ガスの取組を定期的に促すとともに、クー
ルビズやウォームビズを実施し、勤務時の服装で温度調
整することで、冷暖房の適温設定を徹底する。

昨年度と比較して、7月から9月にかけて暑い日が続き、
空調の運転開始を朝8時30分から8時に変更したことによ
り、空調の利用時間が増えたため。

17%12 10 20%12,000 10,000 〇△環境センターゼロカーボン推進戦略課(記入例）
環境局

▼ 調査票 施設所管課で記載

令和6年度使用実績
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調査結果のまとめと横展開

主な対策使用量減少施設数と主な原因使用量増加施設数と主な原因

• 省エネ行動・啓発の実施（562件）
• LED化など機器更新（74件）
• 業務の見直し（34件）
• 機器のメンテナンス（24件） 等

電気使用量減少施設数：225
• 省エネ行動によるもの（121件）
• 機器更新によるもの（28件） 等

電気使用量増加施設数：344
• 気候によるもの（145件）
• 業務の増加によるもの（92件） 等

電気

ガス使用量減少施設数：168
• 省エネ行動によるもの（47件）
• 業務の減少によるもの（29件） 等

ガス使用量増加施設数：250
• 利用者の増加によるもの（74件）
• 気候によるもの（58件） 等

ガス

・使用量増加原因として多く挙げられたのは、気候によるもの（猛暑対応など）／業務や利用者の増加。
・使用量減少原因として省エネ行動（こまめな消灯など）が最も多く挙げられた。
・対策としても、ほとんどの施設において省エネ行動や啓発の実施が挙げられた。

 職員の省エネ意識向上、行動の具体化・強化が必要。

 本調査結果や好事例については全庁掲示板やライブラリに掲出する。
 本調査結果や好事例を参考にして、職員一人ひとりが「自分事」として省エネ行動を

強化し、更なる電気・ガス使用量の削減を目指すこと。

◆ 調査とりまとめ結果

◆ 調査結果の活用
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調査結果から好事例ピックアップ

令和5・6年度に執務室内のLED
化修繕を行ったことやこまめな消
灯や空調の温度管理など取組を
行った。

電気使用量

-12％

エアコンの内部洗浄をしたことに
より、冷却効率がよくなり、電気
代の使用量減少につながったと思
われる。

電気使用量

-11％

夏季プールオープンまでの槽内清
掃並びに槽内修繕(タッチアップ)
のスケジュールを入念に検討し、
無駄な電気の使用を減らしたこと
や、営業期間中もこまめに電気を
消すことを徹底していたため。

電気使用量

-7％

会議室の使用数が1.5倍になった
ものの、空調設備を4台のうち2
台を新調したことにより、冷暖房
の効率がよく、省エネの効果が
あったと推察される。

電気使用量

-3％

現在実施している毎日の電気・ガ
ス使用量のチェック表を今後も継
続することで数字として確認し、
節電・節約の意識向上を図る。

職員に毎月の使用量、削減状況、
削減の対策（服装での温度調節、
各課の消灯・間引き点灯等）を通
知し、取組への協力や啓発を引き
続き実施し、空調機の運転にて電
気ガス削減に努める。

使用しない教室の電気は小まめに
消すよう教職員に指導するととも
に、児童にもＳＤＧｓに関する学
習を行い、意識の啓発を図る。

と畜作業員の作業効率の向上によ
り使用する湯量が節約できたため、
節ガスに寄与した。

ガス使用量

-8％

管理職が校内を巡回し使用してい
ない教室の電気、エアコンを消し
て回っている。働き方改革で職員
の早めの帰宅を呼びかけている。

電気使用量

-7％

 原因分析の回答から

 対策の回答から

水道局針ヶ谷庁舎 片柳小学校 三橋プール

山崎市民の窓口食肉中央卸売市場 道祖土小学校

浦和消防署木崎出張所 中央区役所 指扇北小学校
好事例紹介 好事例紹介
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好事例紹介｜浦和消防署木崎出張所の取組
電気使用量増減率（R5⇒R6）-19％ ガス使用量増減率（R5⇒R6）-39％

職員各自の意識向上によるもので、不要な場所の照明をこまめに消す、給湯器は使用時のみ電源を入れ、必要以上に
お湯を使用しない等節電節約に取り組んだこと。また、庁舎のエアコンが故障により使用不能（約３ヶ月）となった
ことも電気使用量が減少した一因と考えられます。

原因
職員一人一人が節電・節約の意識を持つことが重要なため、現在実施している毎日の電気・ガス使用量のチェック表
を今後も継続することで数字として確認し、節電・節約の意識向上を図る。対策

チェック表を毎日見て意識が高まり、こまめな消灯を心掛けるようになりました！
消防は現場活動があり24時間勤務のため、無理なく持続可能な取組としていますが、
電気・ガス使用量が減っているのを見ると、達成感があります。

電気・ガス使用量チェック表
毎日決まった時間にメーターを確認してチェック表の入力を行い、前年同日と比較して増減がわかるように
省エネ効果を見える化した。

＜令和６年９月のチェック表＞
ミーティングで結果を共有

給湯器のメインスイッチは
使用時以外オフに
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好事例紹介｜中央区役所の取組
電気使用量増減率（R5⇒R6）+2％ ガス使用量増減率（R5⇒R6）-3％

電気使用量の増加は、夏の気温上昇に伴う、電気を動力源とする冷房機器の使用時間の増加が原因。
ガス使用量の減少は、冬場にガスを動力源とする暖房機器の使用時間の減少が原因。原因
職員に毎月の使用量、削減状況、削減対策を周知し、協力や啓発を継続して実施し、空調機の電気ガスの削減に努め
る。また、照明のＬＥＤ化により削減は微小なものの、不必要な箇所や時間帯で照明の消灯を実施。対策

◎「中央区役所の電気・ガスの使用量節減のお願い」を毎月通知し、見える化！

①今年度と前年度の電気・ガス使用量を入
力し、月毎に削減率を把握。

②削減率の分析で、原因と対策を職員と共
有し、全職員の省エネ意識を高める。

省エネの取組を実現！

【使用料節減の協力依頼内容）】
▷ LED化、不要な箇所や時間帯の消灯
▷ 廊下等に節電協力の貼紙。服装調節
▷ PCの画面照度の適度調整
▷ 電化製品の使い方の工夫
※その他 温度計の利用

廊下の消灯

温度計
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参考資料 調査結果①｜電気使用量増加原因（344施設）
※調査において原因の記載は自由記述とし、記載内容をゼロカーボン推進戦略課で分類、集計した。複数の原因を記載した施設があるため、施設数合計とは
一致しない。
※複合施設などで施設単体として電気使用量を計上していない27施設は増減ともに除いた。
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145

記載なし

代替利用

その他

利用者増

施設都合

機器都合

業務都合

気候都合

猛暑のため空調稼働時間が増加したことなどの記載で、暑さ寒さへの対応によるもの。気候都合

施設稼働率上昇や使用した室数の増加などの記載で、業務量が増加したもの。業務都合

体育館にエアコンが新設され使用を開始したことや機器老朽化による効率低下などの記載があったもの。機器都合

修繕工事などで令和5年度は休館などで使用量が少なかったため相対的な増加があったことなどによるもの。施設都合

「施設利用者●％増」などの記載で流動的な利用者の増加によるもの。ただし、職員数や児童数といった固定的な利用者増加ついては「業務都合」に分類した。利用者増

検針日の変更により令和6年度分に令和5年度分が含まれる、令和6年度から計上などによるもの。その他

一時的にガス機器を電気機器に切り替えたもの。代替利用

「誤差」などの記載や、ガス使用量の増減にのみ言及し電気の増加に関して記載がないもの。記載なし

電気使用量が増加した343施設のうち、145施設（約42％）が気候都合によるものと回答。続いて92施設（約
27％）が業務量の増加に関して言及している。
一方で、増加があるにも関わらず「誤差」などとして具体的な原因について記載のない回答が55施設（約16％）
あり、うち19施設は1,000kwh以上の増加であった。
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参考資料 調査結果②｜電気使用量減少原因（225施設）
※調査において原因の記載は自由記述とし、記載内容をゼロカーボン推進戦略課で分類、集計した。複数の原因を記載した施設があるため、施設数合計とは
一致しない。
※令和5年度と6年度の2か年度を通じて複合施設などで施設単体として電気使用量を計上していない27施設は増減ともに除いた。

こまめな消灯やクールビズ・ウォームビズの実施などによるもので、利用者向けの省エネの呼びかけもこれに含めた。省エネ行動

LED化や空調機器入替による省電力化、機器の適切なメンテナンスにより効率をあげたもの。機器都合

施設稼働率の低下や残業の減少、事業縮小などによるもの。業務都合

修繕工事などにより令和6年度中に休館などがあったもの。施設都合

「施設利用者●％減」などの記載で流動的な利用者の減少によるもの。ただし、職員数や児童数といった固定的な利用者減少ついては「業務都合」に分類した。利用者減

暖冬で暖房利用が減少したことや令和6年度から電気料金を計上しなくなったなどによるものその他

一時的に電気機器をガス機器に切り替えたもの。代替利用

「誤差」などの記載や、ガス使用量の増減にのみ言及し電気の増加に関して記載がないもの。記載なし

電気使用量が減少した225施設のうち、121施設（約54％）が省エネ行動・啓発によるものと回答。続いて28施
設（約12％）が機器の更新などに関して言及している。
一方で、減少があるにも関わらず「誤差」などとして具体的な原因について記載のない回答が47施設（約21％）
あり、うち25施設は1,000kwh以上の減少であった。
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記載なし
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施設都合
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省エネ行動
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参考資料 調査結果③｜ガス使用量増加原因（250施設）
※調査において原因の記載は自由記述とし、記載内容をゼロカーボン推進戦略課で分類、集計した。複数の原因を記載した施設があるため、施設数合計とは
一致しない。
※ガスを使用していない施設・複合施設などで施設として使用量を計上していない施設・使用量に全く変化がなかった施設の合計178施設は増減ともに除いた。

57
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36

58

74

記載なし

代替利用

施設都合

利用者増

機器都合

気候都合

業務都合

調理を伴う施設利用件数上昇の増加などの記載で、業務量が増加したもの。業務都合

猛暑のため空調稼働時間が増加したことなどの記載で、暑さ寒さへの対応によるもの。気候都合

体育館にエアコンが新設され使用を開始したことや機器老朽化による効率低下などの記載があったもの。機器都合

「施設利用者●％増」などの記載で流動的な利用者の増加によるもの。ただし、職員数や児童数といった固定的な利用者増加ついては「業務都合」に分類した。利用者増

修繕工事などで令和5年度は休館などで使用量が少なかったため相対的な増加があったことなどによるもの。施設都合

一時的に電気機器をガス機器に切り替えたもの。代替利用

「誤差」などの記載や、電気使用量の増減にのみ言及しガスの増加に関して記載がないもの。記載なし

ガス使用量が増加した250施設のうち、74施設（約30％）が業務都合によるものと回答。続いて58施設（約
23％）が気候に関して言及している。
一方で、増加があるにも関わらず「誤差」などとして具体的な原因について記載のない回答が57施設（約23％）
あり、うち7施設は500㎥以上の増加であった。
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参考資料 調査結果④｜ガス使用量減少原因（168施設）
※調査において原因の記載は自由記述とし、記載内容をゼロカーボン推進戦略課で分類、集計した。複数の原因を記載した施設があるため、施設数合計とは
一致しない。
※ガスを使用していない施設・複合施設などで施設として使用量を計上していない施設・使用量に全く変化がなかった施設の合計178施設は増減ともに除いた。

こまめな温度調整の実施などによるもので、利用者向けの省エネの呼びかけもこれに含めた。省エネ行動

調理を伴う施設稼働率の低下や残業の減少、事業縮小などによるもの。業務都合

修繕工事などにより令和6年度中に休館などがあったもの。施設都合

故障により使用しなかったものや空調機器入替による省ガス化、機器の適切なメンテナンスにより効率をあげたもの。機器都合

一時的にガス機器を電気機器に切り替えたもの。代替利用

暖冬で暖房利用が減少したことなどによるものその他

利用者の減少に関する記載はなかった。ただし、職員数や児童数といった固定的な利用者減少ついては「業務都合」に分類した。利用者減

「誤差」などの記載や、電気使用量の増減にのみ言及しガスの減少に関して記載がないもの。記載なし

ガス使用量が減少した168施設のうち、47施設（約28％）が省エネ行動・啓発によるものと回答。続いて29施設
（約17％）が機器の更新などに関して言及している。
一方で、減少があるにも関わらず「誤差」などとして具体的な原因について記載のない回答が68施設（約40％）
あり、うち4施設は500㎥以上の減少であった。
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記載なし

利用者減

その他

代替利用

機器都合

施設都合

業務都合

省エネ行動
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参考資料 調査結果⑤｜対策（596施設）
※調査において原因の記載は自由記述とし、記載内容をゼロカーボン推進戦略課で分類、集計した。複数の原因を記載した施設があるため、施設数合計とは
一致しない。

こまめな温度調整の実施などによるもので、利用者向けの省エネの呼びかけもこれに含めた。省エネ行動

LED化や空調機器の更新などによる対策に関して記載されたもの。機器更新

業務効率化や集中化を図る対策に関して記載されたもの。業務見直し

フィルター清掃など適切なメンテナンスにより効率をあげたもの。メンテナンス

施設や一部設備の廃止があったもの。閉鎖等

空欄や「不可能」と記載されたもの。記載なし

全施設のうち、562施設（約94％）が省エネ行動・啓発を対策として回答。続いて74施設（約12％）がLED化な
ど、機器の更新などに関して言及している。

6

8

24

34

74

記載なし

閉鎖等

メンテナンス

業務見直し

機器更新

省エネ行動 562
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環境局環境共生部環境総務課

第２次さいたま市環境基本計画の改定について

脱炭素推進本部会議 資料２



第２次さいたま市環境基本計画の改定について
〇現行の計画の概要

連携

さいたま市環境基本条例
平成13（2001）年５月

一般廃棄物処理基本計画

関連計画との整合

 都市計画マスタープラン
 緑の基本計画
 見沼田圃基本計画
 都市景観形成基本計画
 農業振興ビジョン
 産業振興ビジョン

など

さいたま市総合振興計画

根拠貢献

施策の方向性

第２次さいたま市環境基本計画

さいたま市地球温暖化対策実行計画
(区域施策編・事務事業編)

さいたま水と生きものプラン

気候変動適応計画

環境教育等行動計画

〇改定のポイント1

第２次さいたま市環境基本計画

さいたま市地球温暖化対策
実行計画

(区域施策編・事務事業編)

さいたま水と生きもの
プラン

気候変動適応計画

第４次さいたま市
一般廃棄物処理

基本計画

環境教育等行動計画

環境政策全体の視点から管理・推進

R3
計画開始年度

R7
中間見直し

R12
目標年度

■計画期間 令和3年度から令和12年度までの10年間

■環境の保全・創造に関する施策を総合的・計画的に推進するための総合計画

基本理念を環境基本計画に存置し、一般廃棄物処理基本計画、温暖化対策実行計画、水
と生きものプランの進捗管理を行うことで環境政策全体の整合性を高め一元管理
個別計画化により、従前の施策・取組の更なる多様化、専門詳細化を進め環境行政を取
り巻く急激な変化に対応
気候変動適応計画は上位計画である環境基本計画に位置付けし、多岐にわたる気候変動
の影響、講ずべき施策・取組の方向性について、局を超えた全市的な視点で対応

基本目標５ すべての主体が手を取り合い、環境の保全と創造に意欲的に取り組むまちを実現する

環境教育・環境学習・情報発信の推進
公民連携による環境に配慮した行動の推進
市民が取り組む環境活動の推進
気候変動に伴う様々な影響への適応策の推進

5-1 環境教育・環境学習の推進

計画目標(R12)目標指標
4,100人環境イベント来場者数5-1-1

10回市と事業者が連携して実施する公民連携による環境教育の回数5-1-2
3回地域課題を通して環境について考える機会の創出5-1-3

【包含】

【包含】

【個別】 【個別】 【個別】

〇改定のポイント２

１ 環境保全活動
あらゆる主体による自発的な取
組

３ 協働取組
多様な主体が対等な立場で

参画する協働のプロセスを地
域で実践

２ 環境教育
環境・経済・社会の統合的

向上及び体験活動＋多様な主
体同士の対話と協働

環境教育等基本方針の概要（令和６年５月に変更）

⇒公正で持続可能な社会への変革と一人ひとりの変容を実現し、地域循環共生圏の
創造と、人々のウェルビーイング（高い生活の質の実現）につなげていく

〇地域循環共生圏ワークショップ
〇地域課題について、環境の観点を踏まえ、多様な主体
が話し合う場としてワークショップを実施

広く市民の環境意識を向上し行動変容を推進

環境教育等行動計画

地域の課題

自然との共生

・自立した地域
・持続可能な地域

■環境行政の計画体系を見直すもの

■国の「環境教育等の推進に関する基本的な方針」の変更を踏まえ、基本目標５【環境教育等
行動計画】を見直すもの

〇環境イベントの拡充
〇環境教育ネットワークパートナーの推進

地域活動へ発展

パートナー
（民間事業者等） さいたま市

連携強化でパートナーの活躍の場の拡充

環境教育
さいたま環境フェア

打ち水大作戦

関連イベントとの連携
や若者参加の促進

断熱教室

発信力強化・公民連携・地域活動により
環境意識の向上と行動変容を推進

■具体的な取組



環境局環境共生部ゼロカーボン推進戦略課

地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編）の改定について

脱炭素推進本部会議 資料３



１ 温室効果ガスの削減目標

さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編) の改定について

３ 促進区域（具体的な設定エリア・運用フロー）

〈促進区域〉
 地球温暖化対策推進法（温対法）に基づく地域脱炭素化促進事業の対象となる区域のことであり、市町村が

本計画において、地域脱炭素化促進事業の目標や対象となる区域などを定めることにより、再生可能エネルギー
の導入に向け、以下のインセンティブを受けることができる。

 本市は、太陽光発電設備を対象としており、本制度は令和７年４月１日から運用を開始している。

〈対象エリア〉
 大宮エリア
大宮駅周辺地域都市再生緊急整備地域

 さいたま新都心エリア
さいたま新都心将来ビジョンにおける
さいたま新都心地区

※今後適用案件を踏まえ、エリア拡大も検討していく

〈参考〉申請手続きフロー

2013年度
基準年度
767.4

2021年度

18.2%削減
628.1

2013年度比

51％削減
377.3

NEW_2022年度直近年度

21.7%削減
目標値570
実績値600.6

H25  H26    H27    H28    H29    H30    R1      R2 R3 R4 R5 R6      R7     R8      R9      R10   R11    R12

目標値

 2030年度までに約390.1万ｔ-CO2の削減を見込み、2013年度比51％削減を目標とする。
 目指すべき将来像（将来目標）として 2050年度温室効果ガス排出実質ゼロを目指す

→現状は2022年度直近年度で21.7%削減のため、更なる追加施策が必要不可欠である。
よって、主に以下の２〜６について、さいたま市地球温暖化対策実行計画に追記する。

〈新たな補助制度〉
 現行の補助金は、平成23年の制度創設から既に10年以上が経過しており、時代や制度の変化に合わせる必要が

あり、政策効果の高い中長期的支援への見直しが必要である
 太陽光発電設備のみに補助するのではなく新築住宅におけるZEHの普及支援に資する補助金や、既存住宅の断

熱化に係る集中的な支援と断熱化との相乗効果で省エネにつながる改修・機器導入を支援するなど、補助金制度
の見直しを行う。

 また、太陽光発電設備等については、いわゆる「早い者勝ち」になっている補助金での支援に頼らず、より広く公平に
支援を行える施策として、共同購入方式を導入する。

 共同購入事業とは、協定を締結した支援事業者が、太陽光発電設備等の購入希望者を募り、入札を行うことで、
スケールメリットが働き、設備導入費用が低減される取組である。

〈環境価値活用事業〉
 市内の各家庭の太陽光発電設備において創出されている環境価値については、家庭における自家消費分の電力と

ともに、削減義務がない場所で無駄に消費されている（＝埋もれている）。
 脱炭素先行地域内の大学・商業施設といった削減義務を有する法人は、カーボンニュートラルの実現に向けて、単

に市場から金銭で調達するのではなく地域や社会への貢献にもつながる仕組みを求めており、さいたま市内の法人へ
売却するスキームを整備することにより、環境価値の地産地消を実現する。

〈エネルギーマネジメント事業〉
 本市のごみ発電施設で作られた余剰電力を市内の公共施設で活用することにより地産地消を図り、本市の温室

効果ガス削減を図る。
 全市立学校・配水場の「30分値データ」を取得し、日々の消費電力を調査する。そのデータを基に省エネ行動に

資する取組を横展開する。

〈先進技術の導入〉
 昨今の技術革新を踏まえ、先進技術の導入に向け、実装・実証・支援を行っていく。

特にベロブスカイト太陽電池については、令和７年度中の実証事業開始に向け公募を実施し３者を採択した。

２ 新たな脱炭素施策

601

実績値

【手続きのワンストップ化】
 設置者の負担を軽減すべく、農地法や河川法などの事業者自らが行うべき法令等に関する許可申請手続をワン

ストップ化して計画策定市町村が代わりに行うことができる。

【再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置】
 認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の太陽光発電設備について以下の特例を受ける
【特例率】当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

→ 最初の３年間、価格に以下の割合を乗じて得た額 ※償却資産申告書により提出
◆ 出力1,000ｋＷ以上の設備 ︓ ３／４ （３／４を参酌して７／12以上11／12以下の範囲内で条例で定める割合）
◆ 出力1,000ｋＷ未満の設備 ︓ ２／３ （２／３を参酌して１／２以上５／６以下の範囲内で条例で定める割合）

(抜粋)
令和6年11月
次世代型太陽電池の導入拡大及び
産業競争力強化に向けた官民協議会



４ 公用車への電動車の導入及び公共施設における充電設備整備方針

さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編)の改定について

〈策定背景〉
 市内の電動車の普及促進と温室効果ガス削減を図るため、本市の事務事業における電動車の率先的な導入とあわ

せて、民間事業者と連携して充電インフラを充実していくことが効果的であることから、今後の公用車への電動車の導
入及び公共施設への充電設備の整備に関する基本的な方針を示す。

※電動車の定義は、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHV)、ハイブリッド車(HV)とする。

〈電動車導入方針〉
 「公用車導入の基本方針」として、以下のとおり電動車の導入を促進する。
 代替可能な電動車がない場合等を除き、今後、新規導入・更新を行う場合は電動車を導入すること。
 導入については、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車(EVモード走行時)のZEVを優先する

こと。
 電動車の導入が不可能な場合は、環境局と協議を行い、承認を得ること。
 電気自動車等の導入に伴う充電設備の設置・増設等については、施設所管課と調整した上で、環境局と協議を行

うこと。

〈公共施設の充電設備整備方針〉
 従来本市は、平成21年から次世代自動車普及政策として①充電セーフ

ティネットの構築②需要創出とインセンティブの付与③地域密着型の啓発
活動 を３つの基本方針として、EVを始めとした次世代自動車の普及を
目的に「E-KIZUNA Project」を進めてきた。

 その内のひとつである「充電セーフティネットの構築」として、本市公共施設
においてEV普及に欠かせない充電設備の整備を進め、一般開放用の充
電器として、急速充電器16台、普通充電器21台(R7.4月時点)を設
置しているところ。

 『電気自動車（EV）充電サービスに関する第二次実態調査(令和6年5月29日公正取引委員会)』において「利
用が見込めるところで自治体がEV充電器の無料開放を行うことは民業圧迫という観点から望ましくない」という認識
が全国の地方公共団体に示されたところ。

 EVの普及促進という政策のために安価な料金設定とすることには一定の合理性が認められる一方で、需要がある程
度見込まれる場所において民間事業者がEV充電サービスを提供している場合、自治体は、採算を踏まえた上でEV
充電器を設置する必要がある。

 その上で令和6年度の調査では、さいたま市内のEV充電器設置状況は、国の基準(半径15Km以内)を満たして
おり、さらに市の設置分を除いても充足していることが判明。

 これらのことから特に市民・事業者向けに無料化している普通充電器については、早急に見直しを行い、民
事業に移行する。

※急速充電器については、有料かつ一定の利用者がいることに加え、現在大部分がリース契約で令和９年度まで契約しているため、令和９年度以降から原則と

して新規の充電器設置は行わないものとする一方、市役所本庁舎や区役所など市民・事業者が多く集客する公共施設については、環境局と協議の上、急速
充電器の設置を検討する。

５ 事務事業編の温室効果ガス削減推移

151,914 
186,047 187,104 

107,049

112,453 104,530 107,775 

22,490

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

2013 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(t-CO₂) 2030年度目標

事務事業全体：51%以上

エネルギー起源：80％以上

2023年度直近年度

事務事業全体：11.5%増加

エネルギー起源：4.2％削減

エネルギー起源
ＣＯ2排出量

廃棄物起源
ＣＯ2排出量

 2030年度までに165,340ｔ-CO2の削減を見込み、2013年度比51％削減以上を目標とする。
 しかしながら、事務事業全体で基準年度比で11.5％増加しており、削減が進んでいない状況。

→取組を加速度的に進めていくことが急務

目 標 値実 績 値

６ 再エネ電力調達方針

〈電力調達に係る環境配慮契約〉
 環境配慮契約法に基づき、「さいたま市電力の調達に係る環境配慮契約実施要綱（R6.12.9施行）」を策定。
 本市が行う電力契約の参加資格の判定に際し、小売電気事業者の電力供給事業における環境配慮の状況について、

「環境評価項目」を基準として評価し、入札参加資格に反映。
 評価点が基準点以上である小売電気事業者は、入札参加資格を有する。

※基準点は毎年見直しを行う予定。（令和７年度時点、「50点」以上）
【環境評価項目】
 前年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数
 前年度の未利用エネルギー活用状況
 前年度の再生可能エネルギーの導入状況

〈電力リバースオークション〉
 競り下げ方式により、条件を満たした小売電気事業者が一定期間内に繰り返し入札を行い、再エネ電力の最低価

格を提示する小売電気事業者と契約する方式。
 本市では令和６年度から公共施設での電力リバースオークションによる再エネ電力の調達を実施している。

【対象案件】
以下を除く、本市が競争入札により電力を調達する際に適用する。
 電力の地産地消を目的とする場合
 市長が特に認めた場合

申し込み
電気料金明細

A社
申込者

B社

C社

500万円

480万円

450万円

430万円
決定

参加無料



さいたま水と生きものプランの改定について

桜環境センター 大宮南部
浄化センター

見沼田圃
周辺斜面林

脱炭素推進本部会議 資料４



さいたま水と生きものプランの改定について

※ 自然共生サイト・・・環境省が認定する「民間の取組等により生物多様性の保全が図られている区域」

改定のポイント① ３本の「施策の柱」における主要事業

生物多様性の維持・回復・創出、健全な水循環と安全で美しい水の確保

自然の機能を活かした社会活動の解決、ネイチャーポジティブ経済の実践、
水・生きものの恵みを実感した行動

水循環・生物多様性に向けた広域的な連携・協働

2030年像 さいたま市のネイチャーポジティブと健全な水循環の実現

計画目標目標指標
８件

（令和12年度）
「維持型・回復型・創出型」自然共生サイトの申請に
向けた計画策定数

計画目標目標指標
600件

（令和12年度）生きもの調査に参加した市民の延べ人数

計画目標目標指標
70団体

（令和12年度）生きもの調査や保全活動に参加した企業・団体の数

施策の柱２ 自然資源を活用した課題解決と行動変容の促進

施策の柱３ 様々なステークホルダーの協働による活動の推進

施策の柱１ 健全な生態系と水循環の保全

改定のポイント② エリア別計画の策定

さいたま市はエリアごとの地形や土地活用などに特色のある生態系が存在している。このた
め、３本の「施策の柱」に基づく各施策を、「荒川」「市街地」「見沼田圃」「元荒川」の
４エリアごとに展開し、各エリアの施策の方向性に従ったマネジメントを展開

生物多様性と水循環施策の国内外の動向 さいたま市のこれまでの取組

○ 自然共生サイト※に３カ所が認定

桜環境センター 大宮南部浄化センター 見沼田圃周辺斜面林
（埼玉県申請）

課題と対応の方向性

○ データベースの整備

・ 本市の保護エリアは7.6％であり、30by30目標※達成に向けた更なるエリアの拡大
・ 保全対策の基礎となるモニタリング体制の強化、データの利活用の促進
・ 保全活動を行う市民・企業が少ないため、生物多様性支援センターを開設し、各主体を支援

※ 30by30目標・・・2030年までに陸域、海域の30％を保護しようとする世界目標

○ 基金※設立

※ ゼロカーボン・生物多様性基金・・・温室効果ガス削減と健全な生態系の保全を効果的に進めるための基金



令和８年３月６日（金） 

令和７年度第２回さいたま市脱炭素推進本部会議 

≪本部長 指示事項≫ 
 

2050 年のゼロカーボンシティの実現に向け、市役所が率先して地球温暖化 

対策に取り組むべく、以下の事項を指示する。 

【第２次さいたま市環境基本計画】 

  激甚化する自然災害などを踏まえ、気候変動への適応策、市民の行動変容や環

境学習などの取組が極めて重要である。各局区でイベント等を実施する際には、

環境意識向上に向けた取組を行うなど、全庁を挙げて市民・事業者の行動変容

を促すよう努めること。 

 

【さいたま市地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業編) 】 

  2030 年度までに 2013 年度比 51％の温室効果ガス削減に向けて、引き続き市

民・事業者と連携し取り組むこと。また、市役所内の取り組みである事務事業

編については、目標達成に向け大変厳しい値になっているため、局区長がマネ

ジメントし、職員一人ひとりが地球温暖化対策を「自分事」として捉え、現状

を分析した上で具体的な省エネ行動を実施すること。 

  「再エネ電力調達方針」に基づき再エネ電力の調達を行うことで二酸化炭素排

出量削減に努めているものと考えるが、既に再エネ電力を調達している場合に

おいても、再エネ電力や財源には限りがあること、また貴重な税金を使ってい

ることを改めて認識し、省エネ行動に努めること。特に電気・ガス使用量につ

いては、今年度実施した電気・ガス使用量の増減に伴う原因分析及び対策の調

査結果報告を活用し、各局区が実施している好事例を参考にしながら、各所管

課ごとに省エネ行動を実施すること。 



【さいたま水と生きものプラン】 

  地球温暖化対策は生物多様性の保全とも密接に関連するため、庁内横断的な情

報共有と連携体制を強化し、両輪として一体的に取組むこと。 

 

【その他】 

  現在設置されている太陽光発電設備や蓄電池などは、災害時の避難所運営など

に支障を来すことがないよう、定期的にメンテナンスを行い、施設の所管局が

責任をもって修繕等を行うこと。 
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